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本
叢
書
は
八
戸
市
立
図
書
館
所
蔵
「
遠
山
家
日
記
」（
全
一
一
一
点
）
の
内
、
安

政
六
年
（
一
八
五
九
）
か
ら
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
ま
で
の
一
〇
点
を
翻
刻
し
て

収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
遠
山
家
は
当
該
期
に
お
い
て
知
行
高
一
二
五
石
を
有
し
、

八
戸
藩
内
で
は
上
級
家
臣
で
あ
っ
た
。
八
戸
藩
は
地
方
知
行
制
を
と
っ
て
い
た
の
で
、

遠
山
家
も
一
〇
〇
石
は
地
方
知
行
で
あ
っ
た
。
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
に
七
代
遠

山
庄
右
衛
門
に
よ
り
書
き
始
め
ら
れ
た
日
記
は
、
文
政
二
年
（
一
八
二
九
）
以
降
は

八
代
庄
太
夫
が
、
さ
ら
に
本
八
巻
で
は
安
政
五
年
に
家
督
相
続
し
た
九
代
庄
七
が
書

き
継
い
で
い
る
。
な
お
既
刊
の
一
巻
か
ら
六
巻
に
つ
い
て
は
、
福
井
敏
隆
氏
（
本
誌

第
一
四
四
号
、
二
〇
一
七
年
）、
七
巻
に
つ
い
て
は
本
田
伸
氏
（
本
誌
第
一
四
六
号
、

二
〇
一
九
年
）
が
紹
介
し
て
お
り
、「
遠
山
家
日
記
」
を
用
い
た
成
果
と
し
て
三
浦

忠
司
氏
の
『
八
戸
藩
「
遠
山
家
日
記
」
の
時
代
』（
岩
田
書
院
、
二
〇
一
二
年
）
が

あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
も
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
ず
は
解
題
を
参
考
に
藩
主
南
部
信
順
及

び
遠
山
庄
七
の
居
所
を
適
宜
補
足
し
な
が
ら
本
巻
の
内
容
を
紹
介
し
た
い
。

　

安
政
六
年
、
前
年
末
に
納
戸
役
に
就
い
た
遠
山
庄
七
は
、
五
月
八
日
に
江
戸
に
到

着
し
、
翌
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
五
月
ま
で
江
戸
勤
番
を
務
め
て
い
る
。
こ
の
間

の
勤
番
日
記
に
庄
七
は
、
横
浜
開
港
後
、
外
国
人
見
物
の
た
め
に
外
出
す
る
様
子
や

桜
田
門
外
の
変
の
噂
な
ど
を
記
し
て
い
る
。
一
方
で
藩
主
信
順
は
在
国
中
で
あ
っ
た

〔
書
評
と
紹
介
〕

　

八
戸
の
歴
史
叢
書

『
八
戸
藩
遠
山
家
日
記
』
第
八
巻

清
水
翔
太
郎

た
め
そ
の
動
向
に
関
す
る
記
述
は
薄
い
。
信
順
が
江
戸
に
出
府
し
た
の
を
受
け
て
庄

七
は
八
戸
に
帰
着
し
た
の
で
、
万
延
元
年
も
同
様
で
あ
っ
た
。

　

万
延
二
年
四
月
か
ら
庄
七
は
再
度
江
戸
に
登
り
、こ
の
時
は
信
順
も
在
府
中
で
あ
っ

た
た
め
外
出
に
同
行
し
、
そ
の
様
子
を
日
記
に
付
け
て
い
る
。
信
順
は
薩
摩
島
津
家

か
ら
養
子
に
入
っ
た
こ
と
も
あ
り
、生
家
の
姻
戚
大
名
家
を
中
心
と
し
た
交
流
を
行
っ

て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
こ
の
年
、
信
順
は
侍
従
に
破
格
の
昇
進
を
し
た
。

　

翌
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）、
信
順
は
一
〇
月
ま
で
江
戸
に
在
府
し
た
が
、
庄
七

は
そ
れ
に
先
立
ち
四
月
二
五
日
、
八
戸
に
帰
着
し
た
。
八
戸
で
は
七
月
に
な
る
と
、

異
国
船
渡
来
に
よ
る
世
情
の
変
化
か
ら
、
家
中
に
対
し
て
質
素
倹
約
に
努
め
、
武
事

を
磨
く
べ
き
こ
と
が
達
せ
ら
れ
た
。
文
久
三
年
に
は
、
前
年
の
参
勤
交
代
制
の
緩
和

も
あ
り
、
信
順
の
正
室
と
娘
が
八
戸
に
居
を
移
し
た
。
信
順
は
七
月
か
ら
八
月
に
か

け
て
江
戸
に
出
府
し
た
が
、
庄
七
は
国
許
に
あ
っ
た
。

　

元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
三
月
に
庄
七
は
八
戸
を
発
ち
、
四
月
か
ら
江
戸
勤
番
を

務
め
た
。
六
月
に
は
信
順
も
出
府
し
た
が
、
道
中
不
穏
に
よ
り
小
山
宿
ま
で
鉄
砲
・

槍
を
持
っ
た
足
軽
が
遣
わ
さ
れ
た
。
在
府
中
に
も
禁
門
の
変
の
影
響
が
あ
り
、
治
安

の
悪
化
に
よ
る
警
備
の
問
題
等
に
つ
い
て
庄
七
は
記
し
て
い
る
。
翌
元
治
二
年
四
月

に
は
、
信
順
の
八
戸
下
向
に
庄
七
も
同
道
す
る
こ
と
に
な
り
、
江
戸
出
立
の
前
日
で

日
記
の
記
述
は
終
わ
る
。

　

以
上
が
本
巻
の
概
要
で
あ
る
。
次
に
、
当
該
期
に
遠
山
家
当
主
で
あ
っ
た
九
代
遠

山
庄
七
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
庄
七
は
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）、
七
代

庄
右
衛
門
の
七
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
八
代
庄
太
夫
は
子
が
な
か
っ
た
た
め
、
最
初

弟
直
理
を
嫡
子
と
し
た
が
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
五
月
に
直
理
が
不
行
跡
に
よ

り
廃
嫡
さ
れ
た
た
め
、
庄
七
が
嫡
子
と
な
っ
た
（
五
巻
―
四
六
三
頁
、
以
下
『
遠
山
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家
日
記
』
を
参
照
し
た
場
合
、
巻
数
―
頁
数
を
記
す
）。
安
政
三
年
以
降
、
当
主
庄

太
夫
が
病
に
臥
す
こ
と
が
多
く
な
っ
た
た
め
、
四
月
に
は
庄
七
が
「
家
内
相
続
筋
」

の
世
話
を
す
る
こ
と
と
な
り
（
七
―
三
四
九
）、
出
仕
は
せ
ず
と
も
家
政
を
担
っ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
日
記
は
庄
太
夫
が
記
し
て
い
た
が
、
安
政
五
年
四

月
八
日
に
は
病
気
の
庄
太
夫
に
代
わ
り
庄
七
が
書
き
継
ぐ
こ
と
と
な
り
（
七
―
五
七

〇
）、
七
月
に
は
庄
太
夫
の
隠
居
に
よ
り
家
督
を
相
続
し
た
（
七
―
六
〇
八
）。
そ
し

て
一
一
月
に
は
納
戸
役
を
命
じ
ら
れ
た
（
七
―
六
四
九
・
六
五
〇
）。

　
「
遠
山
家
日
記
」
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
当
主
が
江
戸
勤
番
の
際
に
は
、
家
政

の
代
行
者
が
八
戸
の
出
来
事
を
記
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
本
巻
で
も
庄
七
が
八
戸

を
留
守
に
し
て
い
る
期
間
、
安
政
六
年
四
月
か
ら
万
延
元
年
六
月
（
①
）、
文
久
元

年
四
月
か
ら
六
月
（
②
）、
元
治
元
年
三
月
か
ら
七
月
、
及
び
慶
応
元
年
三
月
一
四

日
（
③
）
は
、
当
主
以
外
の
人
物
が
日
記
を
付
け
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
解
題

で
は
、
元
治
元
年
七
月
三
日
条
に
庄
七
妻
の
出
産
に
つ
い
て
「
御
姉
様
出
産
」
と
記

し
て
あ
る
こ
と
か
ら
、
庄
七
妻
の
実
家
中
里
市
太
夫
家
の
弟
が
留
守
中
の
日
記
を
記

し
た
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
親
類
と
は
言
え
、
遠
山
家
の

外
部
の
者
が
年
貢
徴
収
を
は
じ
め
と
し
た
家
政
を
代
行
し
、
日
記
を
付
け
る
こ
と
が

で
き
た
の
か
、
疑
問
が
残
る
。
③
に
つ
い
て
は
、
簡
略
な
記
述
で
あ
る
が
、
①
・
②

に
つ
い
て
は
遠
山
家
の
家
政
を
詳
細
に
記
述
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
代
行
者
は

少
な
く
と
も
遠
山
家
内
に
二
人
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
代
行
者
を
探
る
手
が
か
り
と
し
て
、
①
・
②
に
つ
い
て
は
記
述
内
容
が
詳
細

で
あ
る
こ
と
、
庄
七
は
兄
直
理
に
対
し
て
様
付
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
敬
称
を
付
し

て
い
な
い
こ
と
（
安
政
六
年
八
月
九
日
条
等
）
か
ら
、
隠
居
の
八
代
庄
太
夫
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
②
に
つ
い
て
、
文
久
元
年
六
月
二
九
日
で
記
述
は
終
わ
り
、

そ
の
後
の
八
戸
の
日
記
が
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
庄
太

夫
が
七
月
一
日
に
病
に
倒
れ
、
そ
の
日
の
内
に
没
し
た
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。
庄

七
の
勤
番
日
記
に
は
「
父
上
様
当
月
朔
日
暁
七
時
よ
り
之
急
御
病
気
」（
三
二
〇
頁
）

と
あ
る
の
で
、
前
日
の
日
記
を
付
け
る
間
も
な
く
没
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
庄

太
夫
は
隠
居
後
、
体
調
が
安
定
し
た
た
め
、
当
主
庄
七
が
不
在
の
中
で
家
政
を
代
行

し
、
そ
の
記
録
を
残
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
庄
太
夫
の
没
後
、
遠
山
家
内
に
家
政
を

代
行
で
き
る
者
が
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
日
記
の
記
述
も
途
絶
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
時
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
に
生
ま
れ
た
庄
七
の
嫡
子
安
次
郎
は
一
一
歳
と

幼
少
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
庄
七
の
兄
直
理
の
子
三
五
郎
が
、
遠
山
家
で
養
育
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

三
五
郎
は
父
の
廃
嫡
後
、
離
縁
し
た
妻
の
実
家
で
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）
に
誕

生
し
、
遠
山
家
に
引
き
取
ら
れ
た
（
五
―
四
九
七
）。
当
該
期
に
は
一
七
歳
に
な
っ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
庄
太
夫
の
没
後
、
部
屋
住
で
あ
り
な
が
ら
家
政
の
代
行
を
し
た

が
、
日
記
を
付
け
る
ま
で
の
余
力
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
③
の
時
期

に
つ
い
て
も
、
安
次
郎
は
未
だ
幼
少
で
あ
っ
た
の
で
、
家
政
は
三
五
郎
が
代
行
し
、

そ
の
記
録
を
未
熟
な
が
ら
残
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
先
の
解
題
に
あ
っ
た
「
御

姉
様
」
の
呼
称
に
つ
い
て
は
、
三
五
郎
は
庄
七
の
甥
で
は
あ
る
が
、
庄
太
夫
が
引
き

取
り
養
育
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
三
五
郎
が
庄
七
の
妻
を
こ
の
よ
う
に
呼
ん

で
も
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
元
文
元
年
三
月
二
二
日
条
に
は
「
市
太
夫
殿
江
御

姉
様
御
見
舞
御
出
被
成
候
」
と
あ
り
、
中
里
市
太
夫
の
子
が
父
を
殿
付
で
記
す
こ
と

は
不
自
然
で
あ
り
、
三
五
郎
が
庄
七
妻
を
「
姉
」
と
し
て
、
そ
の
実
家
へ
の
外
出
を

記
録
し
た
と
す
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
三
五
郎
は
斎
藤
伝
右
衛
門
の
婿
養

子
と
な
り
、
一
一
月
一
九
日
に
遠
山
家
を
去
っ
て
い
る
（
六
一
二
頁
）。
自
ら
の
養



―  75 ―

子
縁
組
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
日
記
の
記
述
は
七
月
で
途
絶
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
当
該
期
に
は
、
当
主
、
あ
る
い
は
成
人
し
た
嫡
子
が
不
在
の
中
で
、
隠
居

あ
る
い
は
部
屋
住
が
遠
山
家
の
家
政
を
代
行
し
、
そ
の
記
録
を
付
け
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
「
遠
山
家
日
記
」
の
性
格
と
し
て
、
遠
山
家
が
江
戸
定
府
を
辞
し
て
八

戸
に
居
を
移
し
た
寛
政
期
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
小
領
主
と
し

て
の
側
面
に
規
定
さ
れ
た
部
分
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
小
領
主
と
し
て

「
家
」
を
存
続
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
遠
山
家
の
人
び
と
に
日

記
を
書
き
継
が
せ
る
原
動
力
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う

に
、
当
主
が
江
戸
勤
番
で
八
戸
を
不
在
に
し
て
い
る
時
期
に
は
、
本
巻
で
は
隠
居
と

部
屋
住
が
家
政
を
代
行
し
て
日
記
を
記
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、
他
巻
で
は
嫡
子

が
代
行
し
て
い
た
時
期
も
あ
る
。
小
領
主
と
し
て
日
記
を
書
き
継
ぐ
こ
と
が
領
地
経

営
を
は
じ
め
と
し
た
家
政
を
遂
行
す
る
上
で
、
先
例
照
会
の
面
で
役
に
立
っ
た
で
あ

ろ
う
。
た
だ
し
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
日
記
を
書
き
継
ぐ
と
い
う
行
為
が
「
家
」
を
存

続
さ
せ
る
上
で
、
当
主
及
び
嫡
子
の
成
長
に
寄
与
し
た
側
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。

　

遠
山
家
嫡
子
に
よ
る
日
記
執
筆
に
注
目
す
る
と
、
庄
七
の
場
合
、
弘
化
四
年
五
月

に
庄
太
夫
が
江
戸
勤
番
で
八
戸
を
発
っ
た
た
め
、
二
四
日
か
ら
嫡
子
と
し
て
日
記
を

執
筆
し
て
い
る
（
五
―
五
六
九
）。
庄
太
夫
が
八
戸
に
帰
着
す
る
の
は
嘉
永
元
年
（
一

八
四
八
）五
月
二
日
の
こ
と
で
あ
り
、
庄
七
は
五
月
五
日
ま
で
筆
を
執
っ
て
い
た（
六

―
一
三
〇
）。
こ
の
よ
う
に
庄
七
は
、
嫡
子
の
時
か
ら
当
主
の
留
守
、
あ
る
い
は
病

中
に
家
政
を
担
い
、
さ
ら
に
そ
の
様
子
を
日
記
に
付
け
、
小
領
主
と
な
る
べ
く
経
験

を
積
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

庄
七
に
限
ら
ず
、
八
代
庄
太
夫
も
嫡
子
で
あ
っ
た
時
分
、
父
庄
右
衛
門
の
江
戸
勤

番
に
際
し
て
、
文
化
一
二
年
（
一
八
一
五
）
二
月
（
二
―
四
五
三
）
か
ら
一
四
年
四

月
ま
で
（
三
―
八
九
）、
留
守
を
預
か
り
日
記
を
執
筆
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
遠

山
家
日
記
』
か
ら
は
、
嫡
子
が
小
領
主
と
し
て
の
務
め
を
代
行
し
て
い
る
こ
と
が
窺

わ
れ
る
が
、
当
主
不
在
に
あ
っ
て
、
日
記
が
大
い
に
役
立
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

過
去
の
日
記
を
参
照
し
て
先
例
を
学
び
、
そ
れ
に
基
づ
き
自
ら
行
動
し
、
そ
の
記
録

を
付
け
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
流
れ
の
繰
り
返
し
の
中
で
遠
山
家
の
嫡
子
は
成
長
し
、

家
督
相
続
後
は
出
仕
を
し
て
官
僚
と
し
て
も
経
験
を
積
ん
で
い
っ
た
と
見
て
取
れ
る
。

日
記
を
書
き
継
ぐ
と
い
う
行
為
が
「
家
」
に
規
定
さ
れ
た
自
己
形
成
に
つ
な
が
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
本
巻
に
お
け
る
庄
七
の
記
述
は
、
嫡
子
の
時
か
ら
日
記
を
付

け
、
家
政
を
遂
行
し
て
き
た
経
験
の
積
み
重
ね
の
上
に
成
り
立
っ
た
も
の
と
言
え
よ

う
。
ま
た
三
五
郎
の
よ
う
に
部
屋
住
も
小
領
主
と
し
て
の
経
験
を
積
ん
で
い
た
が
、

そ
れ
は
養
子
先
で
の
家
政
を
遂
行
す
る
上
で
も
役
に
立
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
、
雑

な
も
の
と
な
っ
た
が
、
評
者
の
誤
解
、
誤
読
が
あ
れ
ば
ご
海
容
願
い

た
い
。
本
日
記
が
翻
刻
さ
れ
、
広
く
共
有
さ
れ
る
こ
と
で
、
今
後
、
近
世
の
領
主
制

や
武
家
社
会
の
問
題
に
つ
い
て
様
々
な
視
点
か
ら
議
論
が
深
め
ら
れ
る
こ
と
を
期
待

し
て
擱
筆
し
た
い
。

（
Ａ
5
判
、
六
四
三
頁
、
八
戸
市
立
図
書
館
、
八
戸
市
、
令
和
元
年
九
月
三
十
日
発
行
、

　

二
六
二
〇
円
（
税
込
））

※
注
文
は
八
戸
市
内
の
書
店
、
ま
た
は
八
戸
市
立
図
書
館
歴
史
資
料
グ
ル
ー
プ

　

電
話
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
（
〇
一
七
八
）
七
三
―
三
二
三
四
ま
で
。
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